
沖縄県教育委員会訓令の一部改正

（沖縄県教育庁等職員人事評価実施規程）

総務課

沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第４

条第１項第２号及び沖縄県教育庁事務決裁規程第５条第１号の規定に基づき、

統括監専決により処理したので、同規則第６条の規定により報告する。

１ 訓令の概要（沖縄県教育庁等職員人事評価実施規程）

教育庁等職員の人事評価に関して必要な事項を定めた教育委員会訓令

２ 改正の経緯及び必要性

那覇みらい支援学校開校準備室長の職の設置に伴い、人事評価の被評価者

及び１次評価者である室長等に同職を加える必要がある。

３ 改正の概要

⑴ 人事評価の被評価者及び１次評価者である室長等に「那覇みらい支援学

校開校準備室長」を加える。（別表第１関係）

⑵ この訓令は、令和３年４月１日から施行する。（附則）

４ 公布日（公報登載日）及び施行年月日

公 布 日 令和３年３月29日

施行年月日 令和３年４月１日

５ 根拠法令

地方公務員法第23条の２

６ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 根拠法令の参照条文

令和３年第５回教育委員会会議 報告事項（４）



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
教
育
庁
等
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
（
平
成
2
8
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
３
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

第
１
条
～
第
２
条

（
略
）

第
１
条
～
第
２
条

（
略
）

第
３
条

人
事
評
価
は
、
別
表
第
１
の
実
施
権
者
の
欄
に
定
め
る
職
に
あ
る
者
（
以
下
「
実
施
権
第
３
条

人
事
評
価
は
、
別
表
第
１
の
実
施
権
者
の
欄
に
定
め
る
職
に
あ
る
者
（
以
下
「
実
施
権

者
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

者
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

第
４
条
～
第
3
1
条

（
略
）

第
４
条
～
第
3
1
条

（
略
）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

１
次
評
価
者
、
２
次
評
価
者
及
び
実
施
権
者

１
次
評
価
者
、
２
次
評
価
者
及
び
実
施
権
者

組
織
区
分

被
評
価
者

１
次
評
価
者

２
次
評
価
者

実
施
権
者

組
織
区
分

被
評
価
者

１
次
評
価
者

２
次
評
価
者

実
施
権
者

教
育
長

教
育
長

本
庁

室
長
等

副
参
事

課
長

統
括
監

本
庁

室
長
等

副
参
事

課
長

統
括
監

班
長
級
の
職

班
長
級
の
職

主
査
級
以
下
の
職
（
こ
れ
に
相
班
長
又
は
室
長
課
長

教
育
管
理

主
査
級
以
下
の
職
（
こ
れ
に
相
班
長
又
は
室
長
課
長

教
育
管
理

当
す
る
職
を
含
む
。
）

等
統
括
監

当
す
る
職
を
含
む
。
）

等
統
括
監

注
１
～
注
２

（
略
）

注
１
～
注
２

（
略
）

注
３

室
長
等
と
は
、
沖
縄
県
教
育
庁
組
織
規
則
第
1
7
条
に
規
定
す
る
教
育
企
画
室
長
、
福
利
厚

注
３

室
長
等
と
は
、
沖
縄
県
教
育
庁
組
織
規
則
第
1
7
条
に
規
定
す
る
教
育
企
画
室
長
、
福
利
厚

生
監
、
技
術
調
整
監
、
県
立
学
校
人
事
管
理
監
、
小
中
学
校
人
事
管
理
監
、
特
別
支
援
教
育
室

生
監
、
技
術
調
整
監
、
県
立
学
校
人
事
管
理
監
、
小
中
学
校
人
事
管
理
監
、
特
別
支
援
教
育

長
、
那
覇
み
ら
い
支
援
学
校
開
校
準
備
室
長
及
び
学
力
向
上
推
進
室
長
を
い
う
。

室
長

及
び
学
力
向
上
推
進
室
長
を
い
う
。

注
４
～
注
６

（
略
）

注
４
～
注
６

（
略
）

（
新
旧
対
照
表
1
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
1
/
0
4
/
0
1
1
1
:
3
8



別
表
第
２
～
別
表
第
５

（
略
）

別
表
第
２
～
別
表
第
５

（
略
）

第
１
号
様
式
～
第
６
号
様
式

（
略
）

第
１
号
様
式
～
第
６
号
様
式

（
略
）

（
注
）

訓
令
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表
2
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
1
/
0
4
/
0
1
1
1
:
3
8



参 照 条 文
○ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十

一 号 ）

第 一 条 ～ 第 二 十 三 条 略

（ 人 事 評 価 の 実 施 ）

第 二 十 三 条 の 二 職 員 の 執 務 に つ い て は 、 そ の 任 命 権

者 は 、 定 期 的 に 人 事 評 価 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 人 事 評 価 の 基 準 及 び 方 法 に 関 す る 事 項 そ の 他 人 事

評 価 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 任 命 権 者 が 定 め る 。

３ 前 項 の 場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 地 方 公 共 団 体 の

長 及 び 議 会 の 議 長 以 外 の 者 で あ る と き は 、 同 項 に 規

定 す る 事 項 に つ い て 、 あ ら か じ め 、 地 方 公 共 団 体 の

長 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。

（ 以 下 略 ）


